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　　　旭川市の水道・下水道をご利用いただいている皆様へ

　　　水道・下水道は，私たちの暮らしに，なくてはならないライフラインです。

　　　今や水道・下水道は，日々の暮らしの中に溶け込むほど当たり前の存在になっており，そ

　　の大切さをつい忘れがちになっているのかもしれません。

　　　近年では，全国各地で災害が多く発生していますが，ライフラインが止まったとき，一刻

　　も早く復旧が望まれるものは，水道・下水道ではないでしょうか。

　　　水の供給がストップしてしまうと，飲み水はもちろん，手を洗うこともトイレを使うこと

　　もできなくなってしまいます。

　　　下水が処理されなくなると，衛生状態が悪くなり病気が発生しやすくなります。

　　　旭川市水道局では，安全で安心な水道水をお届けするために，また，衛生的で快適な環境を

　　維持するために，常に水道・下水道施設のメンテナンスや改修を行っています。

　　　水道・下水道を運営するためには，それぞれ毎年１００億円を超える費用がかかっており，

　　皆様からいただく水道料金・下水道使用料によって運営が成り立っています。

　　　この冊子は，令和４年度の決算をもとにまとめたものです。

　　　私たちの水道・下水道を維持していくために，どのようなことにいくらの費用がかかってい

　　るのか，どのような取組をしているのかを知っていただく一助になれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川市水道局

はじめに

自然・環境 市民生活

都市活動

水道局

自然・環境を市民生活や都市活動から守り，自然へと還元する「静脈」

自然の恵みから市民生活・都市活動の活力を支える「動脈」

水道局の使命 ＝ 水循環を司る心臓部 (止まるわけにいかないポンプの役割)
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(1) 水道局の組織

　　旭川市役所には，旭川

　市長（市長部局）や教育

　委員会などの様々な組織

　があり，市民生活やまち

　づくりにかかわる事業を

　行っています。

　　水道局も市長部局に属

　する組織ですが，市長が

　任命する「水道事業管理

　者」のもとで，水道水の

　供給や下水の処理にかか

　わる事業を経営していま

　す。

(2) 水道局の会計と事業経営

旭川市の会計（令和４年度）    予算(収支)

　　水道水を供給する

　「水道事業」と下水

　を処理する「下水道

　事業」は，一般会計

　等から独立した会計

　で，事業を経営して

　います。

　　また，電気やガス

　と同じように，利用

　した水の量に応じて

　皆さんからご負担を

　いただいた料金で事

　業を運営する，独立

　採算制が基本となっ

　ています。

　　水道局では，水の供給と処理に必要な施設の維持管理費など，事業運営コストに見合う料金

　を合理的に計算する必要があるため，民間企業の会計に近い公営企業会計を採用しています。

　　公営企業会計の予算(収支) には，施設の維持管理費や資産価値の減少(減価償却費)等の支出

　(費用)と皆さんからご負担いただく料金等の収入(収益)を整理する「収益的収支」に加えて，

　施設(資産)の新設・更新(取替)を行う建設改良費や，その建設改良のために借り入れたお金(負

　債)にかかわる収入と支出を整理する「資本的収支」があります。

１　水道局ってどんなところ？
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一般会計

国民健康保険事業特別会計

動物園事業特別会計

公共駐車場事業特別会計

育英事業特別会計

介護保険事業特別会計

母子福祉資金等貸付事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

【旭川市水道局】

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

【市立旭川病院】

病院事業会計

歳入歳出予算

施設の維持管理

や建設，各種補

助金など全ての

収入と支出を一

つの予算で管理

収益的収支

維持管理等

の予算

資本的収支

建設改良等

の予算

財務諸表

の作成

損益計算書

貸借対照表

など

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

お金の

出入りのみ

を整理
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１　水道局ってどんなところ？

(3) 事業の進め方は？

　　水道局では，水道・下水道事業を総合的かつ計画的に推進するための指針（経営戦略）として，

　「旭川市水道・下水道ビジョン（平成28年度～令和９年度）」を策定しています。

　　このビジョンの実現に向け，12年の計画期間中，前期・中期・後期の４か年ごとに財政計画

　を策定し，計画的な事業運営に努めています。

 【中期財政計画で見込んでいる主な課題】

 ○  施設の老朽化

  　今後，耐用年数の経過した配水管や各種施設が増加することから，施設の老朽化対策を行う

  ため，計画的な建設改良事業（配水管の更新など）を行っていく必要があります。

 ○  事業資金（年度末資金残高）の不足

  　人口の減少や節水機器の普及などから，料金収入が減少する傾向にある中で，施設の老朽化

  対策を行っていかなければならないため，水道事業，下水道事業は令和４年度以降，事業の継

  続に必要な資金が不足すると見込んでいました（下の表は，中期財政計画からの抜粋）。

　　令和４年度は，中期財政計画の３年目に当たりました。決算の状況や水道局が取り組んだ主な

　成果は，次のページから説明します。

【経営戦略】

旭 川 市 水 道 ・ 下 水 道 ビ ジ ョ ン

前期財政計画

（平成28～令和元年度）

中期財政計画

（令和２～５年度）

後期財政計画

（令和６～9年度）

（平成２８年度 ～ 令和９年度）

錆びで穴が開いた配水管

漏水による道路の冠水

水道事業の資金推移見込 下水道事業の資金推移見込

（百万円） （百万円）
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(1) 水道水は，どこでどのくらいつくっているの？

　　　旭川市の水道水は，石狩川から取水している石狩川浄水場と，忠別川から取水している

　　忠別川浄水場の２か所でつくっています。

　　　水道水は，まず，川から取り入れた水（原水）に含まれる汚れを，薬品で固めて沈めます。

　　　次に，その水を砂の層に通す「ろ過」によって濁りを取り除き，最後に，塩素で細菌など

　　を消毒してできあがります。

　　　こうしてつくった水道水は，高い場所にある配水場にポンプで送り，その高低差を活かし

　　て，総延長が２,２７５キロメートルにも及ぶ配水管を通して皆様のもとにお届けしています。

　～簡易水道施設とは？～

　　　水道事業の区域とは別に，給水人口が5,000人以下の小規模な水道施設を「簡易水道施設」と言い，

　　旭川市では西神居と江丹別の地域で整備しています。簡易という名称は付きますが，水道事業と同じ

　　水質基準の安全な水道水をお届けしています。

２　水道事業（水道事業・簡易水道事業）

１６万９，７３６戸のご家庭など

に

１年間で２,９２１万㎥

（１日当たり８万㎥）

忠別川取水場

石狩川浄水場

永山取水場
忠別川浄水場

三角台配水場

春光台配水場

千代ヶ岡配水場

新千代ヶ岡配水場

石狩川 忠別川

簡易水道施設

西神居地区

江丹別地区

配水管の総延長 ２,２７５キロメートル

直線距離なら，

旭川から沖縄までに

うち，水道事業 2,231キロメートル

簡易水道事業 44キロメートル
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２　水道事業

(2) 令和４年度の水道事業の決算は？

収　収入

益　  ①

的　支出

収　  ②

支   ①-②

資　収入

本　  ③

的　支出

収　  ④

支   ③-④

　※　予算額には，当初予算額のほか，補正予算額，前年度繰越額を含んでいます。

　※　上の表は，税込金額で表示しています。

　　令和４年度の水道事業では，皆さんのご家庭などに水道水をつくり届けるために，水道施設の

　維持管理などで，５５億５，７０２万円を支出しました（収益的支出）。

　　また，老朽化した水道管の更新(取替)をはじめとした建設改良などで，５９億７，６６９万円

　を支出しました（資本的支出）。

　　これらの収支の詳しい内訳は，次ページ以降で説明します。

　　　予算額と決算額には，収入と支出の全てを計上する必要があるため，消費税を含んだ表記になってい

　　ます（総計予算主義）。

　　　一方，水道事業や下水道事業は，消費税の課税対象となっていますので，皆さんが料金などをお支払

　　いいただくときに消費税も合わせてお預かりしていますが，それらの消費税は，最終的に水道局が税務

　　署に納めています。

　　　そのため，消費税は預り金の性格が強く，消費税を抜いて考えた方が経営の状態がより的確に把握で

　　きますので，決算書などに掲載している損益計算書等は税抜表示としています。

　　　この冊子でも，予算額や決算額は税込表示，それ以外の収益的収支は税抜表示とします。

　　次のページに「当年度純利益」という言葉が出てきます。利益と聞くと，「水道は儲かっているの？」

　と思われるかもしれません。

　　市の条例では，利益の使い道を過年度の赤字(欠損金)の補塡や，施設整備のときに借りた企業債の返済

　に充てることと規定しており，旭川市水道局では，企業債の返済に活用しています｡

　　利益の活用を通じて，大規模な施設を適切に維持し，水の供給・処理サービスを持続・向上させる健全

　な経営に努めることで，水道・下水道を利用される皆さんに還元をしています。

66億8,445万円 59億7,669万円 4億  583万円 △3億  193万円

△37億5,016万円 △36億3,197万円 － －

－－9億5,420万円9億3,917万円

29億3,429万円 23億4,472万円 － △5億8,957万円

△4,729万円

△6,206万円26万円

差（Ｂ＋Ｃ－Ａ）翌年度繰越額（Ｃ）決算額（Ｂ）予算額（Ａ）

65億5,851万円

56億1,934万円 55億5,702万円

65億1,122万円 －

「収益的収支」の消費税の取扱いについて

コ ラ ム 「収益的収支」における「純利益」とは？
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２　水道事業

(3) 水道水をつくるために，どれだけお金がかかったの？

　　収益的収支では，水道水をつくるために，水道施設の維持管理や運転などを行っています。

　　これらの経費の多くは，皆様にご負担いただいている水道料金で賄われています。　　　　　　　　　

●給水収益   　●物件費　  14億3,080万円

49億8,713万円   　　・取水費・浄水費

　水道料金の収入   　　　　　　　 7億8,230万円

  　　　取水場や浄水場の維持

●負担金・補助金   　　　管理費，電気代，修繕

  3億9,533万円   　　　費など

　消火栓の維持管理費や，   　　・配水費・給水費

　量水器等の費用で下水   　　　　　　　 4億5,181万円

　道事業が負担する分の   　　　水道水を一時的に貯め

　収入など   　　　ておく配水場や各家庭

  　　　などに水を送る配水管，

●長期前受金戻入   　　　給水管の修繕費や点検

  3億6,248万円   　　　費など

　施設の整備時に収入し   　　・業務費・総係費

　ていた補助金等を施設   　　　　　　　 1億9,669万円

　の耐用年数などに合わ   　　　水道メーターの検針や

　せて収益化したもの   　　　料金の請求・収納など

  　　　事業運営に係わる事務

●その他の収益   　　　経費

  2億4,439万円   　●職員給与費 4億8,591万円

　他町へ水道水を供給し   　●減価償却費・資産減耗費

　た分の収入など   　　　　　　  31億  891万円

  　　施設の耐用年数や除却等

  　　により資産価値の減少分

  　　を費用化したもの

  　●支払利息　 2億5,977万円

  　　借入金の返済利子

  　●その他の費用   1,965万円その他の費用

支払利息

減価償却費・

資産減耗費

職員給与費

物件費

その他の収益

長期前受金戻入

負担金・補助金

給水収益

（税抜）

この純利益は，企業債（施設の更新等で借り入れるお金）

の返済のために積み立てておく減債積立金として，その全額

を積み立てました。

収 入 59億8,933万円 支 出 53億 504万円

当年度純利益

6億8,429万円

収入 － 支出
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２　水道事業

　　水道施設は，取水場，浄水場，配水場のほか，総延長 2,275キロメートルに及ぶ配水管が地中

　に張り巡らされた大規模な施設です。資本的収支では，水道施設の建設改良を行っています。

●企業債　21億  210万円   　●企業債償還金

　施設を整備するための   　　　　　　  27億1,445万円

　借入金   　　借入金の返済元金

  　●建設改良費

●国庫補助金   　　　　　　  32億4,897万円

       7,124万円   　　・配水管  21億6,124万円

　施設を整備するための   　　　配水管を21.8㎞整備

　国からの補助金   　　　(更新19.0㎞，新設2.8㎞)

  　　・浄水施設  1億  510万円

●他会計出資金  　　　石狩川浄水場や忠別川

       5,783万円  　　　浄水場の計装機器更新等

　施設の整備等に対する   　　・配水施設　   6,095万円

　一般会計からの出資金  　　　市内各所の水量などを

 　　　測定する流量計や水圧

●その他の収入  　　　計などの更新

 1億1,355万円   　　・量水器　 6億4,942万円

　配水管の移設工事等に  　　　各家庭などの水道メー

　対する関係機関等から  　　　ターを更新(22,217個)

　の負担金など   　　・その他事務費など

  　　　　　　    2億7,226万円

 　　　工事の設計費や人件費など

　　●その他の支出 1,327万円

　　　国庫補助金返還金

(4) 水道水をつくり届けるための施設の整備に，どれだけお金がかかったの？

その他の支出

建設改良費

企業債償還金

その他の収入

企業債

（税込）

収 入 23億4,472万円 支 出 59億7,669万円

資本的収支(不足)

△36億3,197万円

この不足額は，昨年度の純利益で積み立てていた減債積立金 4億

3,462万円と，減価償却費などで企業内に蓄えた内部留保資金(損益

勘定留保資金等) 29億7,557万円のほか，繰越工事資金66万円と当

年度純利益で積み立てた減債積立金の一部である2億2,112万円で補

塡しました。

収入 － 支出

国庫補助金

他会計出資金
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２　水道事業

(5) 水道事業の経営状況はどうなの？

　　給水を行った人口（給水人口）は年々減少しており，節水機器の普及などもあって，水道料金

　の収入（給水収益）は減少していましたが，令和４年度は料金改定を行ったことにより増加しま

　した。

　　令和４年度の給水収益は４９億９千万円で，１０年前と比較すると，１千万円上回っています。

　　年度末資金残高は，建設改良費や企業債返済などの財源とするなど，経営を行う上で欠くこと

　のできない事業資金のことで，一般的には内部留保資金とも呼ばれています。

　　令和４年度末の残高は４億６千万円で，中期財政計画で見込んだ△５億２千万円よりも９億

　８千万円の増となりましたが，人口減少等による給水収益の減少や，老朽化した施設の更新経費

　の増加などが見込まれるため，引き続き経費節減に取り組んでいく必要があります。

　【参考】令和４年度末資金残高 4億6,317万円 ＝ 当年度純利益 6億8,429万円－当年度利益使用額 2億2,112万円

　　令和４年度末の企業債残高は２８１億円で，１０年前よりも９５億円の減となっていますが，

　今後，施設の更新量を確保していくため，増加することが見込まれます。
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２　水道事業

　　物件費は，近年の物価高や労務単価の上昇等により増加傾向が続いているため，経営状況は年々

　厳しくなってきていますが，安全安心な水道水を安定してお届けするため，より一層の経費節減等

　の経営効率化に取り組みます。

　　令和４年度の給水収益は４９億９千万円で，１０年前と比較すると，１千万円上回っています。

　　令和４年度の職員給与費は，人員の削減や業務の見直しを進めてきたことなどにより，１０年

　前と比較すると，２億１千万円の減となっています。

　◎配水管の更新（19億7,971万円）

　　　漏水が発生しやすい塩化ビニル製の配水管や，老朽化が進んで

　　いる配水管などを１９．０ｋｍ取り替えました。

　　・塩化ビニル製の配水管　　１３．８ｋｍ　12億9,631万円

　　・老朽化が進んだ配水管など　５．２ｋｍ     6億8,340万円

　◎高砂台調整池の建設（3,150万円）

　　　施設の老朽化と維持管理機能向上のため，高砂台調整池（高砂

　　台周辺の地域に水道水を供給する配水施設）を令和４年度から令

　　和６年度までの３年間をかけて建て替えています。

　◎石狩川浄水場送水ポンプ棟の建設（1,725万円）

　　　浄水場でつくった水道水を配水場に送るためのポンプ棟を新たに

　　建設するにあたっての地質調査や，従来のポンプ設備からの切替工

　　事に向けた基本設計を行いました。
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（税抜）

建設改良費の状況

（税抜）
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人件費（職員給与費）の状況

物件費：取水費，浄水費，配水費，給水費，業務費，総係費の合計

建設中の高砂台調整池

令和４年度末配水管延長

２，２７５ｋｍのうち，

耐用年数が過ぎている延長は

５５５ｋｍあります。

（全体の２４．４％）
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(1) 下水は，どこでどんな処理をしているの？

　　下水には，「汚水（おすい）」と「雨水（うすい）」の２種類があります。

　　汚水とは，台所や浴室，トイレなどから出される生活排水のことで，総延長が１,５８２キロ

　メートルに及ぶ下水管（汚水管）を通り下水処理センターに集まってきます。

　　集まった汚水は，砂やごみを除いたあと，微生物の力を借りて水と泥に分け，分けられた水

　は消毒してから石狩川に戻します。

　　泥は，ガスを発生させた後，焼却し，灰はセメント原料として利用し，残りは埋立処分して　　　

　います。発生させたガスは，施設の暖房用ボイラーと発電の燃料として再利用しています。

        汚水は，近隣の鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，東川町からも集められ，共同処理して

　います。

　　そのほか，農業集落排水施設として，千代ヶ岡地区の汚水は千代ヶ岡農業集落排水処理セン

　ターに集まり，きれいな水にしてから辺別川に戻しています。

　　雨水とは，「空から降った雨や雪解け水」のことで，長さ３４５キロメートルの下水管（雨

　水管）を通して川に流します。

　　また，大雨による家屋の浸水などを防ぐため，排水ポンプ車などの機材を備えています。

３　下水道事業（公共下水道事業・農業集落排水事業）

１６万４，２０３戸

１年間で３,８０４万㎥

（１日当たり１０万４,２００㎥）

の汚水をきれいな水にして

川に戻しました

汚水管の総延長 １,５８８キロメートル

雨水管の総延長

３４５キロメートル

下水処理センター

家庭・店舗

工場・他町など

まちに降った雨水を

川に流しました

雨

直線距離なら，

旭川から青森までに

直線距離なら

旭川から熊本まで 千代ヶ岡農業集落排水処理センター

うち，公共下水道事業 １,５８２キロメートル

農業集落排水事業 6キロメートル
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３　下水道事業

(2) 令和４年度の下水道事業の決算は？

収　収入

益　  ①

的　支出

収　  ②

支   ①-②

資　収入

本　  ③

的　支出

収　  ④

支   ③-④

　※　予算額には，当初予算額のほか，補正予算額，前年度繰越額を含んでいます。

　※　上の表は，税込金額で表示しています。

　　令和４年度の下水道事業では，下水を処理するために，下水道施設の維持管理などで，８４億

　１，７９８万円を支出しました（収益的支出）。

　　また，老朽化した下水処理センター施設の更新や下水管の整備などの建設改良費等で，６５億

　６，８２０万円を支出しました（資本的支出）。

　　これらの収支の詳しい内訳は，次ページ以降で説明します。

　　　収益的支出の中に「減価償却費」という費用があります。「これは一体なんなの？」と思われる方も

　　いるのではないでしょうか。

　　　建物や設備などの資産は年数が経つと古くなり，その分だけ資産価値が減少します。

　　　減価償却費は，簡単に言うと，その資産価値が減少した分を費用として捉えるものです。

　　　では，なぜこのようにするのでしょうか？　例えば，耐用年数が５年の公共施設を１億円で建設した

　　とします。これを建設した年度に全て費用として整理するとどうでしょうか？

　　　右の図のように，建設年度に

　　全て費用化してしまうと，その

　　年度の人たちで大きな負担を背

　　負うことになります。

　　　水道や下水道の施設は大規模

　　であり，かつ耐用年数も４０年，

　　５０年と，長く使い続けること

　　ができるものです。

　　　費用(コスト)の平準化や世代間の負担の公平の観点からも，耐用年数に応じた減価償却費によって，

　　コストを適正に料金などに反映し，施設を維持する仕組みになっています。

△33億6,716万円 △30億  175万円 － －

44億6,210万円 35億6,645万円 － △8億9,565万円

78億2,926万円 65億6,820万円 8億7,067万円 △3億9,039万円

86億  636万円 84億1,798万円 － △1億8,838万円

5億3,889万円 5億7,131万円 － －

91億4,525万円 89億8,929万円 － △1億5,596万円

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 翌年度繰越額（Ｃ） 差（Ｂ＋Ｃ－Ａ）

1億円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円

建設年度 翌1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

耐用年数に応じて費用化

減価償却費のイメージ

コ ラ ム 「減価償却費」とは？
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３　下水道事業

(3) 下水を処理するために，どれだけお金がかかったの？

　　収益的収支では，下水を処理するために，下水道施設の維持管理や運転などを行っています。

　　これらの経費の多くは，皆様にご負担いただいている下水道使用料で賄われています。

●下水道使用料   　●物件費　  26億6,186万円

52億8,188万円   　　・管渠費     5億  568万円

  　　　　下水管の点検や修繕費

●負担金・補助金   　　　　など

  7億6,346万円   　　・処理場費

　雨水処理の維持管理費など，   　　　　　　  14億3,608万円

　一般会計が費用負担する分   　　　　下水処理センターなどの

　の収入   　　　　維持管理費や汚水を処理

  　　　　した後に出る泥の処分費

●長期前受金戻入   　　　　など

21億1,709万円   　　・ポンプ場費

　施設の整備時に収入してい   　　　　　　　 1億4,579万円

　た補助金等を施設の耐用年   　　　　下水処理センターや川に

　数などに合わせて収益化し   　　　　下水を送るポンプの電気

　たもの   　　　　代，修繕費など

  　　・業務費・総係費

●その他の収益   　　　    　　　5億7,431万円

  2億9,649万円   　　　　料金の請求・収納など事

　他町が負担する下水処理費   　　　　業運営に係わる事務経費

　などの収入   　　　

  　●職員給与費  4億  572万円

  　●減価償却費・資産減耗費

  　　　　　　  45億9,817万円

  　　　施設の耐用年数や除却等に

  　　　より資産価値の減少分を費

  　　　用化したもの

  　●支払利息　 3億  370万円

  　　　借入金の返済利子

  　●その他の費用  3,908万円

その他の費用

支払利息

減価償却費・

資産減耗費

職員給与費

物件費

その他の

収益

長期前受金戻入

負担金・補助金

下水道使用料

収入 － 支出

（税抜）

この純利益は，企業債（施設の更新等で借り入れるお金）

の返済のために積み立てておく減債積立金として，その全額

を積み立てました。

当年度純利益

4億5,039万円

収 入 84億5,892万円 支 出 80億 853万円
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３　下水道事業

　　下水道施設は，総延長 1,933キロメートルに及ぶ下水管と，汚水をきれいにする下水処理セン

　ターなどで構成する大規模な施設です。資本的収支では，下水道施設の建設改良を行っています｡

●企業債　20億4,830万円   　●企業債償還金

　施設を整備するなどのため   　　　　　　 36億1,784万円

　の借入金   　　　借入金の返済元金

●国庫補助金

12億8,453万円   　●建設改良費

　施設を整備するための国   　　　　　　 29億5,036万円

　からの補助金   　　・下水管   7億1,369万円

●工事負担金   　　　下水管3.0㎞の整備等

   　 1,968万円   　　　　(更新2.1㎞，新設0.9㎞)

　下水管の移設工事等に対   　　・処理場施設

　する関係機関等からの   　　　　　　 17億4,567万円

　負担金  　　　下水処理センターの汚泥

●他会計補助金  　　　焼却炉などの更新

  1億4,065万円   　　・ポンプ場施設

　企業債の返済に対する   　　　　　　　　　 264万円

　一般会計からの補助金  　　　市内各所のマンホールポ

 　　　ンプなどを更新

●その他の収入   　　・その他事務費など

　　7,329万円   　　　　　　   4億8,836万円

　施設を整備するための  　　　工事の設計費や人件費など

　受益者や他町からの負担金

(4) 下水を集め処理するための施設の整備に，どれだけお金がかかったの？

建設改良費

企業債償還金

その他の収入

工事負担金

国庫補助金

企業債

（税込）

※資本的収入のうち，

5万円を繰越工事資金

(後年度の建設改良費

の財源)として，内部

留保しました。

収入 － 支出

繰越工事資金

5万円を除く｡

収 入 35億6,645万円 支 出 65億6,820万円

資本的収支(不足)

△30億 180万円

この不足額は，昨年度の純利益で積み立てていた減債積立金 4億

3,879万円と，減価償却費などで企業内に蓄えた内部留保資金(損益

勘定留保資金等) 25億6,301万円で補塡しました。

他会計出資金
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３　下水道事業

(5) 下水道事業の経営状況はどうなの？

　　下水の普及を表すトイレの水洗化人口は年々減少しており，下水道使用料は減少傾向にありま

　す。

　　令和４年度の下水道使用料は５２億８千万円で，１０年前と比較すると，４億２千万円の減とな

　なっています。

　　令和４年度末の資金残高は５億１千万円で，中期財政計画で見込んだ △１億７千万円よりも

　６億８千万円の増となりました。

　　今後は，過去に借り入れた企業債の返済が徐々に終了していくため，資金は回復していく見込み

　ですが，引き続き経費の節減などに取り組み，経営の健全化に取り組みます。

　【参考】令和４年度末資金残高 5億1,251万円 ＝ 当年度純利益 4億5,039万円＋繰越工事資金 累計14万円

　　令和４年度末の企業債残高は２７０億円で，１０年前よりも２２７億円の減となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    +翌年度繰越の内部留保資金 6,198万円
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トイレの水洗化人口と下水道使用料の推移
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３　下水道事業

　　物件費は，資材物価や労務単価の上昇等により増加傾向にあります。

　　今後，下水管や下水処理センターなど施設の老朽化が進み，点検費や修繕費など維持管理費の

　増加が見込まれるので，より一層の経営の効率化に取り組んでいきます。

　　令和４年度の下水道使用料は５２億８千万円で，１０年前と比較すると，４億２千万円の減とな

　　水道事業と同様に，人員の削減や業務の見直しを進めてきたことなどにより，１０年前と比

　較すると，１億円の減となっています。

　◎下水管の整備（5億8,153万円）

　　　永山地区などの汚水管雨水管を新たに０.９ｋｍ整備し，新旭川地区や東光地区などの古く

　　なった汚水管２.１ｋｍを更新しました。

　　・汚水管の整備　　２.５ｋｍ　　2億4,349万円　

　　（内訳）　新設　　０.４ｋｍ　 　 　5,027万円　

　　　　　　　更新　　２.１ｋｍ　　1億9,322万円

　　・雨水管の新設　　０.５ｋｍ　　3億3,804万円　など

　◎汚泥焼却炉の更新（14億5,699万円）

　　　下水処理センターに集まった汚水を処理する際に

　　発生する汚泥を焼却する施設のうち，設備の老朽化

　　や環境性能の向上のため，令和２年度に着工した１

　　号汚泥焼却施設の更新を進めました。

　　　令和５年度に完成予定です。
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維持管理費（物件費）の状況

建設改良費の状況

建設中の１号汚泥焼却施設

（税抜）

人件費（職員給与費）の状況
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物件費：管渠費，処理場費，ポンプ場費，業務費，総係費の合計
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水道料金・下水道使用料を改定しました

　　令和４年７月から，水道料金・下水道使用料を改定しました。

　　水道料金は平均で14.90％の値上げとなり，下水道使用料は料金体系の見直しをしました。

　　主な内容と料金表は，次ページをご覧ください。

どうして改定したの？

　　水道事業は，主に皆様にご負担いただいている水道料金によって事業を行う，企業会計方式で

　運営しています。水道水をつくったり施設を維持管理するには，多くの費用がかかっています。

　　料金改定手続を行っていた令和３年度当時，水道

　の料金収入は，人口減少や節水機器の普及等により

　年々減少しており，令和２年度までの直近５年間で

　約２億円の減収となっていました。

　　水道管の老朽化により漏水等の事故が起きると，断水や道路の陥没などが発生し，市民生活や

　経済活動に大きな影響を及ぼします。

　　また，水道管や浄水場などの水道施設は，昭和40～50年代に整備したものが多く，今後も耐用

　年数を経過する水道施設が増えていくことから，適切に管理していく必要があります。

これからも安定して水道水を供給するために

　　昭和56年度に最大345人いた職員を令和２年度には170人とピーク時の半数以下にするなど，

　職員数の削減等による経費削減に努めてきました。しかし，料金収入は減少する一方で，老朽化

　した水道管の更新費用が増加するなど，そのままでは令和４年度，事業を運営する資金が不足し，

　必要な事業が実施できなくなるおそれがありました。

　　水道管の施設の更新や維持管理に必要最低限の資金を確保し，

　これからも安全・安心な水道水を供給し続けるために，水道料

　金を改定しました。皆さまのご理解をお願いします。

4　水道料金・下水道使用料のお知らせ

給水人口と料金収入の推移

人口減少などによる収益の減少

老朽化した管や施設の更新

（億円） （万人）
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４　水道料金・下水道使用料のお知らせ

水道料金改定の主な内容

　　水道管や施設の改修・更新などに最低限必要な資金を確保するため，平均で14.90％の値上げと

　なりました。

　　単身世帯の増加などにより１世帯当たりの使用水量が減少しているため，１か月当たり８㎥

　までの使用を定額とする基本水量制を廃止し，使用水量に応じた料金体系としました。

　　各家庭や事業所に設置している水道メーターは，一度に使う水の量に応じて口径の大きさが

　異なり，費用にも差があるため，口径に合わせた基本料金としました。

　　家事用以外の使用では，使用水量が増えるごとに１㎥当たりの従量料金単価が高くなりますが，

　家事用との負担の公平を図るため，２１㎥以上の従量料金の改定率を平均改定率以下としました。

下水道使用料改定の内容

　　水道料金の見直しに併せて基本水量制を廃止しました。

料金表の比較（2か月分・税抜き）

　した水道管の更新費用が増加するなど，そのままでは令和４年度，事業を運営する資金が不足し，

平均改定率14.90％

基本水量制の廃止

メーターの口径別の基本料金

家事用以外の従量料金改定率の緩和

（万人）
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編集：旭川市水道局（上下水道部経営企画課）

〒070-8541
旭川市上常盤町１丁目

TEL 0166-24-3170（課直通）

FAX 0166-25-9500

旭川市水道局お客様センター

☎(0166)２４－３１６３

水道・下水道のお問い合わせは

営業時間：午前８時４５分～午後５時１５分
（土日・祝日はお休みとさせていただきます）


